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九州スポーツ心理学会会則 

名称及び事務局  

第１条  本会は九州スポーツ心理学会（Kyushu Society of Sport Psychology）と称する。 

 

目 的 

第２条  本会はスポーツの心理学的研究の発展に貢献し、会員相互の情報交換、研究協力を促進するととも

に、 地域や学校におけるスポーツ指導者との交流を図ることを目的とする。 

第３条  本会はその目的を達成するために次の事業を行う。  

(1) 研究促進を目的とする会合の開催 

(2) 本会の組織運営に関して協議する総会の開催 

(3) 機関誌の編集 

(4) スポーツ心理学に関し日本スポーツ心理学会（Japanese Society of Sport Psychology）をはじめと

する内外の研究機関との交流 

(5) その他、本会の目的を達成するのに必要な事項 

 

会 員  

第４条  (1) 本会の会員はスポーツ心理学あるいはこれに関係する学術の知識をもつ者、および現場のスポ

ーツ指導でスポーツ心理学に関心のある者で、年会費を納入した者とする。  

（2） 当該年度の会費を納めた会員は、大会において筆頭で研究業績を発表することができる。 

 

役 員  

第５条  本会の事業を運営するために次の役員を置く。  

(1) 会長   1 名  

(2) 副会長  1 名 

(3) 顧問   若干名 



(4) 理事長  1 名 

(5) 理事   若干名 

(6) 監事   2 名 

(7) 幹事   若干名 

第６条  会長は理事会が推薦し、総会の承認を得る。  

第７条  副会長は理事会が推薦し、総会の承認を得る。  

第８条  顧問は理事会が推薦し、総会の承認を得る。  

第９条  理事長は理事会が選出し、総会の承認を得る。  

第１０条 理事と監事は理事会で選出し、総会で承認を得る。  

第１１条 事務局担当理事は理事長が指名する。  

第１２条  (1) 会長は本会を代表する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代行する。 

(3) 顧問は本会に指導・助言する。 

(4) 理事長および理事は事業運営の責任を負う。 

第１３条 理事会に企画委員会および広報委員会を置く。必要な場合は理事以外にも委員を委嘱することが

できる。  

第１４条 監事は会計を監査する。  

第１５条 事務局担当理事は会務の遂行を助ける。 

第１６条 役員および委員の任期は原則として 3 年とし、事業年度始め（4 月 1 日）から年度末（3 月 31 日）まで

とする。ただし再任を防げない。なお、会長の任期は１期 3 年とする。 

 

会 議  

第１７条 本会の組織と運営に関する最終の決定は総会の議決による。定時総会は原則として、毎年 1回開催

し、臨時総会は理事会の決議または全会員の過半数の連名による要請のあった場合、理事長が召

集する。 

第１８条 総会は会長が召集し、出席会員をもって構成する。総会の議事は出席者の過半数の同意をもって

決定される。 

 

会 計 

第１９条 本会の会費は年会費、大会参加費、賛助会費によって支出する。  

第２０条 決算報告および予算案は総会において承認および審議決定される。  

 

付 則  

本会則は令和 6 年 3 月 2 日から施行する。 


